
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の水道から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽にためてか

ら給水する施設のうち、設置された受水槽の有効容量が 10 ㎥を超える施設を簡易専

用水道といいます。 

水道法では、受水槽以下の給水設備の管理を徹底するため、簡易専用水道について

法的な義務付けをすることによって、安全で衛生的な水の確保を図ることとしていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※有効容量 

受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。 

 

 

簡易専用水道とは 

・受水槽の構造例 

 

 

簡易専用水道を設置されたみなさまへ 

～安全な水を供給するために～ 

             大野城市上下水道局  



 

 

（１）受水槽の清掃 

水槽の掃除を毎年１回以上定期に行ってください。 

 

（２）施設の点検等 

受水槽やその周辺を定期的に点検し、受水槽の亀裂やマンホールの不備等が

ないか確認してください。異常を発見した時はすみやかに改善してください。 

 

（３）国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検 

設置者は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を

毎年１回以上定期に受検しなければなりません。 

この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。 

 

【参考：登録検査機関一覧（検査を行う区域に大野城市を含むもののみ抜粋）】 

登録 

番号 
名称 事業所の所在地 電話番号 

1 一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 佐賀県佐賀市光１丁目１番２号 0952-22-1651 

35 公益社団法人長崎県食品衛生協会 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 3640 番地 3 095-883-6830 

46 公益社団法人大分県薬剤師会 大分県大分市豊饒 2 丁目 11 番 9 号 097-544-4400 

47 公益財団法人北九州市環境整備協会 福岡県北九州市戸畑区新池 1 丁目 2番 1 号 093-882-3800 

59 公益財団法人山口県予防保健協会 山口県山口市小郡上郷 5408 番地 1 083-941-6300 

63 公益財団法人北九州生活科学センター 福岡県北九州市戸畑区中原新町 1番 4 号 093-881-8282 

63 
公益財団法人北九州生活科学センター

福岡事業所 
福岡県福岡市博多区千代 1丁目 2番 4 号 092-642-1001 

74 公益財団法人福岡市水道サービス公社 福岡県福岡市博多区博多駅前 1 丁目 28 番 15 号 092-471-0204 

106 日東化学工業株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前 3 丁目 10 番 2 号 092-481-3503 

129 株式会社環境分析技術センター 福岡県筑紫野市むさしヶ丘 1 丁目 23 番 16 号 092-929-4122 

152 株式会社再春館安心安全研究所 熊本県熊本市中央区帯山 4丁目 17 番 1 号 096-385-1222 

157 株式会社三計テクノス 熊本県熊本市東区御領 5 丁目 10 番 20 号 096-388-1222 

163 株式会社ＭＣエバテック 熊本県宇土市北段原町 230 番地 0964-22-4790 

※検査料金などは直接検査機関にお問い合わせください。 

※登録検査機関の情報は随時追加・変更されますので、最新の情報は国土交通省ホームページを

ご確認ください。 

※万一、事故が起きたら… 

給水された水により健康を害するおそれがあると分かった時は、直ちに給水を停止

し、使用者などに周知するとともに下記連絡先まで連絡してください。 

【連絡先】大野城市上下水道局料金施設課給排水設備担当 

               TEL:092-580-1927 

簡易専用水道の設置者には、水道法第 34 条の２により 
適正に衛生管理を行うことが義務付けられています。 


